
 

- 1 - 
 

資料 3 

 

石川県被災地からの災害廃棄物の受入れについて 

 
「令和６年能登半島地震」の被災地で生じた、損壊家屋等の解体・撤去に伴う災害廃棄物につ

いて、２０２４年８月１６日に環境省から東京都へ、同８月１９日に石川県から東京都へ広域処理に

係る支援要請がありました。 

これを受けて、２０２４年８月２１日に、東京都から東京都市長会へ広域処理への協力依頼があ

り、同９月１３日に被災自治体を含む９者間で処理に関する協定が締結されました。 

町田市としては、被災地の災害廃棄物を受入れることを検討しています。 

 

１ 依頼内容 

（１）広域処理が必要な主な被災市町名 

石川県輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町 

（２）災害廃棄物等の種類 

可燃ごみ（木くず、廃プラスチック、繊維くず等の可燃性廃棄物） 

（３）想定処理量・期間 

被災市町との協議による 

（４）輸送方法 

JR 貨物による鉄道輸送等 

 

２ 協定締結者 

特別区長会、東京都市長会、東京都町村会、横浜市、川崎市、輪島市、珠洲市、東京都、石川

県（９者協定） 
 

※多摩地域では、既に、八王子市、西多摩衛生組合、昭島市、立川市、西秋川衛生組合、武蔵野

市、柳泉園組合、ふじみ衛生組合の清掃工場で受入れを開始しています。 

 

３ 町田市の受入れ時期と規模（案） 

①期間 ２０２５年１０月下旬から 

②規模 １００トン （日量１０トンを１０日程度） 

※実際の受入れは、被災市町との協議や他の受入自治体との兼ね合いによって決定 

   ③２０２５年１１月から２０２６年３月まで、日量１０トン（週６日）程度の受入れ可能の見込み 

 

４ 受入れるごみの組成 

   可燃ごみ（木くずを含む） 
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